
長寿やまなし振興事業費補助金交付要綱 

（趣旨）                                    

第１条 知事は、山梨県社会福祉協議会が行う明るい活力ある長寿社会の振興を図るため

 の事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山

 梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則２５号）に定めるもののほかこの要綱の

 定めるところによる。  

（補助対象）                                  

第２条 この補助金は、別表の第１欄に定める事業を交付の対象とする。       

（交付基準）                                  

第３条 この補助金は、別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出

 額とを比較して少ない方の額を交付額とする。                  

  ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。  

（交付申請）                                  

第４条 この補助金の交付申請は、（別紙様式１）による申請書により、知事に提出して

 行うものとする。                                

（交付条件）                                  

第５条 この補助金の交付の条件は、次の各号によるものとする。          

 (1) 事業の内容又は経費の配分の変更をする場合には、（別紙様式２）による変更承認

  申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更について

  はこの限りではない。                            

 (2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、（別紙様式３）による中止（廃止）承認申

  請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。              

 (3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、す

  みやかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。          

 (4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具につい

  ては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号

  の規定に準じ、知事が別に定める期間を経過するまで知事の承認を受けないで、この 

  補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供して

  はならない。また、承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（別紙様式 

  ４）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。            

 (5) 知事は、財産処分の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金



  のうち取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

  又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返

  還させるものとする。 

 (6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善

  良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなら

  ない。                                   

 (7) 事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

  証拠書類を整理し、事業完了後５年間保管しておかなければならない。      

 ２ 前項第１項ただし書に規定する軽微な変更の範囲については、別表の事業区分の相

  互間において、いずれか低い額の２０％以内を増減させる場合、又は、補助事業の目

  的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助

  金の額の増額を伴わない場合とする。 

（変更交付申請）                                

第６条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申

 請等を行う場合には、第５条に定める申請手続きに従い、知事に提出しなければならな

 い。                                     

（補助金の交付）                                

第７条 この補助金の交付は精算払いとする。ただし、知事が必要と認めたときは概算払

  いをすることができる。                           

 ２ 山梨県社会福祉協議会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、（別紙様式

  ５）による概算払請求書を知事に提出するものとする。             

（実績報告）                                 

第８条 この補助金の実績報告は、（別紙様式６）による事業実績報告書を、事業が完 

 了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して１か月を経過した日、又は補助 

 金の交付を決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知事に提出

  するものとする。  

     附則 （１） この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

          （２） この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

 



 別  表 

                                      
 

  １ 事 業 区 分  ２ 基 準 額  ３ 対 象 経 費 

  高齢者の社会活動に 

  対する啓発普及事業 

 知事が必要と認める額  謝金、賃金、旅費、需用費､ 

 備品購入費、役務費、委託 

 料、負担金、使用料及び賃 

 借料   高齢者の生きがいづ 

  くり事業 

  高齢者の健康づくり 

  事業 

  高齢者の地域活動支 

  援事業 

  事業諸費 

 

  

 


